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略語讐は準備書面の用例による。

考証 標　　1目 作　成 立　　．証　　趣　　旨

（作　成　者） 年月目

乙 住基ネットの個人情 写し H15 住基ネットサービス利用エリ
40 報保護対策（個人情 ア，。市町村独白サービスエリア

報保護の取り組み） はそれぞれ独立していて，住民
（総務省） 基本台帳ネットワークシステム

から市町村独自サービスエリア

の情報ヘアクセスすること律で

きず，住民票コードは，市町村
独白サービスエリアでは使用さ
れないこと一

己 住基ネットの個人情 写し HI5．8．8 同上
41 報保護対策（住基ネ

ットワークシステム

及びそれに接続して

いる既設ネットワー

クに関する調査票に

よる点検状況）（総
務省）
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